
 

大阪市平野区役所契約事務審査会 開催結果 

 

１ 日  時   令和７年 11月 25日（火）11：00～12：00 

 

２ 場  所   平野区役所 ５階応接室 

 

３ 出 席 者   副区長、政策推進課長、子育て支援担当課長、区会計管理者 

総務課係長、総務課係員 

 

４ 議  題    

（１） 平野区役所生活支援課移動書庫及び金庫の移設等業務委託 

（２） いきいき百歳体操スタートガイドブック印刷 

（３） 令和８年度大阪市平野区における地域コミュニティ育成事業業務委託 

（４） 令和８年度地域資源を活用した公園美化・多世代交流事業業務委託 

（５） 令和８年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集等業務委託 

（６） 令和７年度包括審議事項１（１）に基づき契約した案件（令和７年７月１日～令和７年９月

３０日）の事後審査 

 

５ 議事要旨 

（１）担当から審議案件について説明を行い、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 1号の規定に

よる随意契約（比較見積）が了承された。 

（２）担当から審議案件について説明を行い、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 1号の規定に

よる随意契約（公募型比較見積）が了承された。 

（３）担当から審議案件について説明を行い、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 2号の規定に 

よる随意契約（公募型プロポーザル方式）が了承された。 

（４）担当から審議案件について説明を行い、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 2号の規定に 

よる随意契約（公募型プロポーザル方式）が了承された。 

（５）担当から審議案件について説明を行い、地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 2号の規定に 

よる随意契約（公募型プロポーザル方式）が了承された。 

（６）担当から審査案件について説明を行い、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1項第 1号の規定に 

よる随意契約（比較見積）の実施について契約の内容・方法等について問題ないこと及び競争性が 

確保されていることが確認された。 

  


